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第
四
百
九
十
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
表
記
）

第
四
百
九
十
四
条

密
度
浮
ひ
ょ
う
の
表
記
事
項
は
、
耐

圧
密
度
浮
ひ
ょ
う
以
外
の
密
度
浮
ひ
ょ
う
（
以
下
「
浮

ひ
ょ
う
型
密
度
計
」
と
い
う
。）に
あ
っ
て
は
日
本
工
業

規
格
Ｂ
七
五
二
五
e

一
（
二
〇
一
三
）
浮
ひ
ょ
う
e

密

度
浮
ひ
ょ
う
附
属
書
Ｊ
Ａ
に
、
液
化
石
油
ガ
ス
用
浮

ひ
ょ
う
型
密
度
計
（
耐
圧
密
度
浮
ひ
ょ
う
の
う
ち
、
液

化
石
油
ガ
ス
の
計
量
に
使
用
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下

同
じ
。）に
あ
っ
て
は
日
本
工
業
規
格
Ｂ
七
五
二
五
e

二

（
二
〇
一
三
）
浮
ひ
ょ
う
e

液
化
石
油
ガ
ス
用
浮
ひ
ょ

う
型
密
度
計
附
属
書
Ａ
に
よ
る
。

第
四
百
八
十
一
条
か
ら
第
四
百
八
十
六
条
ま
で
を
次
の

よ
う
に
改
め
る
。

第
四
百
八
十
一
条
か
ら
第
四
百
八
十
六
条
ま
で

削
除

第
四
百
八
十
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
検
定
公
差
）

第
四
百
八
十
七
条

量
器
用
尺
付
タ
ン
ク
の
検
定
公
差

は
、
日
本
工
業
規
格
Ｂ
八
五
七
三
（
二
〇
一
一
）
に
よ

る
。

第
四
百
八
十
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
構
造
検
定
の
方
法
）

第
四
百
八
十
八
条

量
器
用
尺
付
タ
ン
ク
の
構
造
検
定
の

方
法
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｂ
八
五
七
三
（
二
〇
一
一
）

に
よ
る
。

第
四
百
八
十
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
百
八
十
九
条

削
除

第
四
百
九
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
器
差
検
定
の
方
法
）

第
四
百
九
十
条

量
器
用
尺
付
タ
ン
ク
の
器
差
検
定
の
方

法
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｂ
八
五
七
三
（
二
〇
一
一
）
に

よ
る
。

第
四
百
九
十
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
性
能
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

第
四
百
九
十
一
条

量
器
用
尺
付
タ
ン
ク
の
性
能
に
係
る

技
術
上
の
基
準
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｂ
八
五
七
三
（
二

〇
一
一
）
に
よ
る
。

第
四
百
九
十
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
使
用
公
差
）

第
四
百
九
十
二
条

量
器
用
尺
付
タ
ン
ク
の
使
用
公
差

は
、
日
本
工
業
規
格
Ｂ
八
五
七
三
（
二
〇
一
一
）
に
よ

る
。

第
四
百
九
十
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
器
差
検
査
の
方
法
）

第
四
百
九
十
三
条

量
器
用
尺
付
タ
ン
ク
の
器
差
検
査
の

方
法
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｂ
八
五
七
三
（
二
〇
一
一
）

に
よ
る
。

〇
経
済
産
業
省
令
第
二
十
一
号

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
の
規
定
に
基

づ
き
、
特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
十
五
日

経
済
産
業
大
臣

茂
木

敏
充

特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

省
令

特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
（
平
成
五
年
通
商
産
業
省

令
第
七
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
三
款

使
用
中
検
査
の
方
法
（
第
五
百
四

十
九
条
）」を
「
第
三
款

使
用
中
検
査
の
方
法

第
一
目

性
能
に
関
す
る
検
査
の
方
法

第
二
目

器
差
検
査
の
方
法
（
第
五
百

（
第
五
百
四
十
九
条
）

四
十
九
条
の
二
）

」に
、「（
第
千
二
十
六
条
・
第
千
二

十
七
条
）」を「（
第
千
二
十
六
条
）」に
改
め
る
。

第
六
条
及
び
第
六
十
四
条
中
「
第
十
五
条
」
を
「
第
十

五
条
の
三
」
に
改
め
る
。

第
六
章
及
び
第
七
章
中「（
二
〇
〇
七
）」を「（
二
〇
一

三
）」に
改
め
る
。

第
四
百
七
十
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
表
記
）

第
四
百
七
十
七
条

量
器
用
尺
付
タ
ン
ク
の
表
記
事
項

は
、
日
本
工
業
規
格
Ｂ
八
五
七
三
（
二
〇
一
一
）
に
よ

る
。

第
四
百
七
十
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
百
七
十
八
条

削
除

第
四
百
七
十
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
材
質
）

第
四
百
七
十
九
条

量
器
用
尺
付
タ
ン
ク
の
材
質
は
、
日

本
工
業
規
格
Ｂ
八
五
七
三
（
二
〇
一
一
）
に
よ
る
。

第
四
百
八
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
性
能
）

第
四
百
八
十
条

量
器
用
尺
付
タ
ン
ク
の
性
能
は
、
日
本

工
業
規
格
Ｂ
八
五
七
三
（
二
〇
一
一
）
に
よ
る
。
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第
四
百
九
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
材
質
）

第
四
百
九
十
五
条

密
度
浮
ひ
ょ
う
の
材
質
は
、
浮
ひ
ょ

う
型
密
度
計
に
あ
っ
て
は
日
本
工
業
規
格
Ｂ
七
五
二

五
e

一
（
二
〇
一
三
）
浮
ひ
ょ
う
e

密
度
浮
ひ
ょ
う
附

属
書
Ｊ
Ａ
に
、
液
化
石
油
ガ
ス
用
浮
ひ
ょ
う
型
密
度
計

に
あ
っ
て
は
日
本
工
業
規
格
Ｂ
七
五
二
五
e

二
（
二
〇

一
三
）
浮
ひ
ょ
う
e

液
化
石
油
ガ
ス
用
浮
ひ
ょ
う
型
密

度
計
附
属
書
Ａ
に
よ
る
。

第
四
百
九
十
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
性
能
）

第
四
百
九
十
六
条

密
度
浮
ひ
ょ
う
の
性
能
は
、
浮
ひ
ょ

う
型
密
度
計
に
あ
っ
て
は
日
本
工
業
規
格
Ｂ
七
五
二

五
e

一
（
二
〇
一
三
）
浮
ひ
ょ
う
e

密
度
浮
ひ
ょ
う
附

属
書
Ｊ
Ａ
に
、
液
化
石
油
ガ
ス
用
浮
ひ
ょ
う
型
密
度
計

に
あ
っ
て
は
日
本
工
業
規
格
Ｂ
七
五
二
五
e

二
（
二
〇

一
三
）
浮
ひ
ょ
う
e

液
化
石
油
ガ
ス
用
浮
ひ
ょ
う
型
密

度
計
附
属
書
Ａ
に
よ
る
。

第
四
百
九
十
七
条
か
ら
第
五
百
五
条
ま
で
を
次
の
よ
う

に
改
め
る
。

第
四
百
九
十
七
条
か
ら
第
五
百
五
条
ま
で

削
除

第
五
百
二
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
性
能
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

第
五
百
二
十
条

密
度
浮
ひ
ょ
う
の
性
能
に
係
る
技
術
上

の
基
準
は
、
浮
ひ
ょ
う
型
密
度
計
に
あ
っ
て
は
日
本
工

業
規
格
Ｂ
七
五
二
五
e

一
（
二
〇
一
三
）
浮
ひ
ょ
う
e

密
度
浮
ひ
ょ
う
附
属
書
Ｊ
Ａ
に
、
液
化
石
油
ガ
ス
用
浮

ひ
ょ
う
型
密
度
計
に
あ
っ
て
は
日
本
工
業
規
格
Ｂ
七
五

二
五
e

二
（
二
〇
一
三
）
浮
ひ
ょ
う
e

液
化
石
油
ガ
ス

用
浮
ひ
ょ
う
型
密
度
計
附
属
書
Ａ
に
よ
る
。

第
五
百
二
十
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
使
用
公
差
）

第
五
百
二
十
一
条

密
度
浮
ひ
ょ
う
の
使
用
公
差
は
、
浮

ひ
ょ
う
型
密
度
計
に
あ
っ
て
は
日
本
工
業
規
格
Ｂ
七
五

二
五
e

一
（
二
〇
一
三
）
浮
ひ
ょ
う
e

密
度
浮
ひ
ょ
う

附
属
書
Ｊ
Ａ
に
、
液
化
石
油
ガ
ス
用
浮
ひ
ょ
う
型
密
度

計
に
あ
っ
て
は
日
本
工
業
規
格
Ｂ
七
五
二
五
e

二
（
二

〇
一
三
）
浮
ひ
ょ
う
e

液
化
石
油
ガ
ス
用
浮
ひ
ょ
う
型

密
度
計
附
属
書
Ａ
に
よ
る
。

第
五
百
二
十
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
性
能
に
関
す
る
検
査
の
方
法
）

第
五
百
二
十
二
条

密
度
浮
ひ
ょ
う
の
性
能
に
関
す
る
検

査
の
方
法
は
、
浮
ひ
ょ
う
型
密
度
計
に
あ
っ
て
は
日
本

工
業
規
格
Ｂ
七
五
二
五
e

一（
二
〇
一
三
）浮
ひ
ょ
う
e

密
度
浮
ひ
ょ
う
附
属
書
Ｊ
Ａ
に
、
液
化
石
油
ガ
ス
用
浮

ひ
ょ
う
型
密
度
計
に
あ
っ
て
は
日
本
工
業
規
格
Ｂ
七
五

二
五
e

二
（
二
〇
一
三
）
浮
ひ
ょ
う
e

液
化
石
油
ガ
ス

用
浮
ひ
ょ
う
型
密
度
計
附
属
書
Ａ
に
よ
る
。

第
五
百
二
十
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
器
差
検
査
の
方
法
）

第
五
百
二
十
三
条

密
度
浮
ひ
ょ
う
の
器
差
検
査
の
方
法

は
、
浮
ひ
ょ
う
型
密
度
計
に
あ
っ
て
は
日
本
工
業
規
格

Ｂ
七
五
二
五
e

一
（
二
〇
一
三
）
浮
ひ
ょ
う
e

密
度
浮

ひ
ょ
う
附
属
書
Ｊ
Ａ
に
、
液
化
石
油
ガ
ス
用
浮
ひ
ょ
う

型
密
度
計
に
あ
っ
て
は
日
本
工
業
規
格
Ｂ
七
五
二
五
e

二（
二
〇
一
三
）浮
ひ
ょ
う
e

液
化
石
油
ガ
ス
用
浮
ひ
ょ

う
型
密
度
計
附
属
書
Ａ
に
よ
る
。

第
五
百
二
十
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
百
二
十
四
条

削
除

第
五
百
二
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
表
記
）

第
五
百
二
十
五
条

ア
ネ
ロ
イ
ド
型
圧
力
計
（
ア
ネ
ロ
イ

ド
型
血
圧
計
を
除
く
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。）

の
表
記
事
項
は
、日
本
工
業
規
格
Ｂ
七
五
〇
五
e

二（
二

〇
一
三
）
に
よ
る
。

第
五
百
二
十
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
百
二
十
六
条

削
除

第
五
百
二
十
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
性
能
）

第
五
百
二
十
七
条

ア
ネ
ロ
イ
ド
型
圧
力
計
の
性
能
は
、

日
本
工
業
規
格
Ｂ
七
五
〇
五
e

二
（
二
〇
一
三
）
に
よ

る
。

第
五
百
二
十
八
条
か
ら
第
五
百
三
十
六
条
ま
で
を
次
の

よ
う
に
改
め
る
。

第
五
百
二
十
八
条
か
ら
第
五
百
三
十
六
条
ま
で

削
除

第
五
百
三
十
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
検
定
公
差
）

第
五
百
三
十
七
条

ア
ネ
ロ
イ
ド
型
圧
力
計
の
検
定
公
差

は
、
日
本
工
業
規
格
Ｂ
七
五
〇
五
e

二
（
二
〇
一
三
）

に
よ
る
。

第
五
百
三
十
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
構
造
検
定
の
方
法
）

第
五
百
三
十
八
条

ア
ネ
ロ
イ
ド
型
圧
力
計
の
構
造
検
定

の
方
法
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｂ
七
五
〇
五
e

二
（
二
〇

一
三
）
に
よ
る
。

第
五
百
三
十
九
条
か
ら
第
五
百
四
十
三
条
ま
で
を
次
の

よ
う
に
改
め
る
。

第
五
百
三
十
九
条
か
ら
第
五
百
四
十
三
条
ま
で

削
除

第
五
百
四
十
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
器
差
検
定
の
方
法
）

第
五
百
四
十
四
条

ア
ネ
ロ
イ
ド
型
圧
力
計
の
器
差
検
定

の
方
法
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｂ
七
五
〇
五
e

二
（
二
〇

一
三
）
に
よ
る
。

第
五
百
五
十
二
条
及
び
第
五
百
五
十
三
条
を
次
の
よ
う

に
改
め
る
。

第
五
百
五
十
二
条
及
び
第
五
百
五
十
三
条

削
除

第
五
百
五
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
百
五
十
五
条

削
除

第
五
百
五
十
七
条
か
ら
第
五
百
六
十
二
条
ま
で
を
次
の

よ
う
に
改
め
る
。

第
五
百
五
十
七
条
か
ら
第
五
百
六
十
二
条
ま
で

削
除

第
五
百
六
十
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
検
定
公
差
）

第
五
百
六
十
四
条

ア
ネ
ロ
イ
ド
型
血
圧
計
の
検
定
公
差

は
、
電
気
式
ア
ネ
ロ
イ
ド
型
血
圧
計
に
あ
っ
て
は
日
本

工
業
規
格
Ｔ
一
一
一
五
（
二
〇
〇
五
）
非
観
血
式
電
子

血
圧
計
附
属
書
に
、
機
械
式
ア
ネ
ロ
イ
ド
型
血
圧
計
に

あ
っ
て
は
日
本
工
業
規
格
Ｔ
四
二
〇
三
（
二
〇
一
二
）

非
観
血
式
機
械
血
圧
計
附
属
書
に
よ
る
。

第
五
百
六
十
四
条
の
二
を
削
る
。

第
五
百
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
検
定
公
差
）

第
五
百
六
条

密
度
浮
ひ
ょ
う
の
検
定
公
差
は
、
浮
ひ
ょ

う
型
密
度
計
に
あ
っ
て
は
日
本
工
業
規
格
Ｂ
七
五
二

五
e

一
（
二
〇
一
三
）
浮
ひ
ょ
う
e

密
度
浮
ひ
ょ
う
附

属
書
Ｊ
Ａ
に
、
液
化
石
油
ガ
ス
用
浮
ひ
ょ
う
型
密
度
計

に
あ
っ
て
は
日
本
工
業
規
格
Ｂ
七
五
二
五
e

二
（
二
〇

一
三
）
浮
ひ
ょ
う
e

液
化
石
油
ガ
ス
用
浮
ひ
ょ
う
型
密

度
計
附
属
書
Ａ
に
よ
る
。

第
五
百
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
構
造
検
定
の
方
法
）

第
五
百
七
条

密
度
浮
ひ
ょ
う
の
構
造
検
定
の
方
法
は
、

浮
ひ
ょ
う
型
密
度
計
に
あ
っ
て
は
日
本
工
業
規
格
Ｂ
七

五
二
五
e

一
（
二
〇
一
三
）
浮
ひ
ょ
う
e

密
度
浮
ひ
ょ

う
附
属
書
Ｊ
Ａ
に
、
液
化
石
油
ガ
ス
用
浮
ひ
ょ
う
型
密

度
計
に
あ
っ
て
は
日
本
工
業
規
格
Ｂ
七
五
二
五
e

二

（
二
〇
一
三
）
浮
ひ
ょ
う
e

液
化
石
油
ガ
ス
用
浮
ひ
ょ

う
型
密
度
計
附
属
書
Ａ
に
よ
る
。

第
五
百
八
条
か
ら
第
五
百
十
三
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に

改
め
る
。

第
五
百
八
条
か
ら
第
五
百
十
三
条
ま
で

削
除

第
五
百
十
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
器
差
検
定
の
方
法
）

第
五
百
十
四
条

密
度
浮
ひ
ょ
う
の
器
差
検
定
の
方
法

は
、
浮
ひ
ょ
う
型
密
度
計
に
あ
っ
て
は
日
本
工
業
規
格

Ｂ
七
五
二
五
e

一
（
二
〇
一
三
）
浮
ひ
ょ
う
e

密
度
浮

ひ
ょ
う
附
属
書
Ｊ
Ａ
に
、
液
化
石
油
ガ
ス
用
浮
ひ
ょ
う

型
密
度
計
に
あ
っ
て
は
日
本
工
業
規
格
Ｂ
七
五
二
五
e

二（
二
〇
一
三
）浮
ひ
ょ
う
e

液
化
石
油
ガ
ス
用
浮
ひ
ょ

う
型
密
度
計
附
属
書
Ａ
に
よ
る
。

第
五
百
十
五
条
か
ら
第
五
百
十
九
条
ま
で
を
次
の
よ
う

に
改
め
る
。

第
五
百
十
五
条
か
ら
第
五
百
十
九
条
ま
で

削
除

第
五
百
四
十
五
条
及
び
第
五
百
四
十
六
条
を
次
の
よ
う

に
改
め
る
。

第
五
百
四
十
五
条
及
び
第
五
百
四
十
六
条

削
除

第
五
百
四
十
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
性
能
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

第
五
百
四
十
七
条

ア
ネ
ロ
イ
ド
型
圧
力
計
の
性
能
に
係

る
技
術
上
の
基
準
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｂ
七
五
〇
五
e

二
（
二
〇
一
三
）
に
よ
る
。

第
五
百
四
十
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
使
用
公
差
）

第
五
百
四
十
八
条

ア
ネ
ロ
イ
ド
型
圧
力
計
の
使
用
公
差

は
、
日
本
工
業
規
格
Ｂ
七
五
〇
五
e

二
（
二
〇
一
三
）

に
よ
る
。

第
五
百
四
十
九
条
の
前
に
次
の
目
名
を
付
す
る
。

第
一
目

性
能
に
関
す
る
検
査
の
方
法

第
五
百
四
十
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
性
能
に
関
す
る
検
査
の
方
法
）

第
五
百
四
十
九
条

ア
ネ
ロ
イ
ド
型
圧
力
計
の
性
能
に
関

す
る
検
査
の
方
法
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｂ
七
五
〇
五
e

二
（
二
〇
一
三
）
に
よ
る
。

第
五
百
四
十
九
条
の
次
に
次
の
一
目
を
加
え
る
。

第
二
目

器
差
検
査
の
方
法

（
器
差
検
査
の
方
法
）

第
五
百
四
十
九
条
の
二

ア
ネ
ロ
イ
ド
型
圧
力
計
の
器
差

検
査
の
方
法
は
、日
本
工
業
規
格
Ｂ
七
五
〇
五
e

二（
二

〇
一
三
）
に
よ
る
。

第
五
百
五
十
条
中
「
電
源
を
必
要
と
す
る
も
の
」を「
検

出
部
が
電
気
式
の
も
の
」
に
改
め
る
。

第
五
百
五
十
条
の
二
を
削
る
。

第
五
百
五
十
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
性
能
）

第
五
百
五
十
一
条

ア
ネ
ロ
イ
ド
型
血
圧
計
の
性
能
は
、

電
気
式
ア
ネ
ロ
イ
ド
型
血
圧
計
に
あ
っ
て
は
日
本
工
業

規
格
Ｔ
一
一
一
五
（
二
〇
〇
五
）
非
観
血
式
電
子
血
圧

計
附
属
書
に
、
電
気
式
ア
ネ
ロ
イ
ド
型
血
圧
計
以
外
の

ア
ネ
ロ
イ
ド
型
血
圧
計
（
以
下
「
機
械
式
ア
ネ
ロ
イ
ド

型
血
圧
計
」
と
い
う
。）に
あ
っ
て
は
日
本
工
業
規
格
Ｔ

四
二
〇
三
（
二
〇
一
二
）
非
観
血
式
機
械
血
圧
計
附
属

書
に
よ
る
。

第
五
百
五
十
一
条
の
二
を
削
る
。

™
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第
五
百
六
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
構
造
検
定
の
方
法
）

第
五
百
六
十
五
条

ア
ネ
ロ
イ
ド
型
血
圧
計
の
構
造
検
定

の
方
法
は
、
電
気
式
ア
ネ
ロ
イ
ド
型
血
圧
計
に
あ
っ
て

は
日
本
工
業
規
格
Ｔ
一
一
一
五
（
二
〇
〇
五
）
非
観
血

式
電
子
血
圧
計
附
属
書
に
、
機
械
式
ア
ネ
ロ
イ
ド
型
血

圧
計
に
あ
っ
て
は
日
本
工
業
規
格
Ｔ
四
二
〇
三
（
二
〇

一
二
）
非
観
血
式
機
械
血
圧
計
附
属
書
に
よ
る
。

第
五
百
六
十
五
条
の
二
を
削
る
。

第
五
百
六
十
六
条
か
ら
第
五
百
七
十
条
ま
で
を
次
の
よ

う
に
改
め
る
。

第
五
百
六
十
六
条
か
ら
第
五
百
七
十
条
ま
で

削
除

第
五
百
七
十
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
百
七
十
二
条

削
除

第
五
百
七
十
三
条
の
見
出
し
を「（
電
気
式
ア
ネ
ロ
イ
ド

型
血
圧
計
の
器
差
検
定
の
方
法
）」に
、同
条
第
一
項
中「
ア

ネ
ロ
イ
ド
型
血
圧
計
」
を
「
電
気
式
ア
ネ
ロ
イ
ド
型
血
圧

計
」
に
、
同
条
第
二
項
中
「
水
銀
柱
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
表
示

の
も
の
」
を
「
計
量
単
位
令
（
平
成
四
年
政
令
第
三
百
五

十
七
号
）
第
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
水
銀
柱
ミ
リ
メ
ー
ト

ル
に
よ
る
単
位
が
付
さ
れ
て
い
る
も
の
」
に
改
め
、
同
条

の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
機
械
式
ア
ネ
ロ
イ
ド
型
血
圧
計
の
器
差
検
定
の
方

法
）

第
五
百
七
十
三
条
の
二

機
械
式
ア
ネ
ロ
イ
ド
型
血
圧
計

の
器
差
検
定
の
方
法
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｔ
四
二
〇
三

（
二
〇
一
二
）非
観
血
式
機
械
血
圧
計
附
属
書
に
よ
る
。

第
五
百
七
十
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
性
能
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

第
五
百
七
十
四
条

ア
ネ
ロ
イ
ド
型
血
圧
計
の
性
能
に
係

る
技
術
上
の
基
準
は
、
電
気
式
ア
ネ
ロ
イ
ド
型
血
圧
計

に
あ
っ
て
は
日
本
工
業
規
格
Ｔ
一
一
一
五（
二
〇
〇
五
）

非
観
血
式
電
子
血
圧
計
附
属
書
に
、
機
械
式
ア
ネ
ロ
イ

ド
型
血
圧
計
に
あ
っ
て
は
日
本
工
業
規
格
Ｔ
四
二
〇
三

（
二
〇
一
二
）非
観
血
式
機
械
血
圧
計
附
属
書
に
よ
る
。

第
五
百
七
十
四
条
の
二
を
削
る
。

第
五
百
七
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
使
用
公
差
）

第
五
百
七
十
五
条

ア
ネ
ロ
イ
ド
型
血
圧
計
の
使
用
公
差

は
、
電
気
式
ア
ネ
ロ
イ
ド
型
血
圧
計
に
あ
っ
て
は
日
本

工
業
規
格
Ｔ
一
一
一
五
（
二
〇
〇
五
）
非
観
血
式
電
子

血
圧
計
附
属
書
に
、
機
械
式
ア
ネ
ロ
イ
ド
型
血
圧
計
に

あ
っ
て
は
日
本
工
業
規
格
Ｔ
四
二
〇
三
（
二
〇
一
二
）

非
観
血
式
機
械
血
圧
計
附
属
書
に
よ
る
。

第
五
百
七
十
五
条
の
二
を
削
る
。

第
五
百
七
十
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
性
能
に
関
す
る
検
査
の
方
法
）

第
五
百
七
十
六
条

機
械
式
ア
ネ
ロ
イ
ド
型
血
圧
計
の
性

能
に
関
す
る
検
査
の
方
法
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｔ
四
二

〇
三
（
二
〇
一
二
）
非
観
血
式
機
械
血
圧
計
附
属
書
に

よ
る
。

第
五
百
七
十
七
条
中
「
ア
ネ
ロ
イ
ド
型
血
圧
計
」を「
電

気
式
ア
ネ
ロ
イ
ド
型
血
圧
計
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次

の
一
条
を
加
え
る
。

（
機
械
式
ア
ネ
ロ
イ
ド
型
血
圧
計
の
器
差
検
査
の
方

法
）

第
五
百
七
十
七
条
の
二

機
械
式
ア
ネ
ロ
イ
ド
型
血
圧
計

の
器
差
検
査
の
方
法
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｔ
四
二
〇
三

（
二
〇
一
二
）非
観
血
式
機
械
血
圧
計
附
属
書
に
よ
る
。

第
八
百
十
四
条
第
一
項
第
二
号
中「（
平
成
四
年
政
令
第

三
百
五
十
七
号
）」を
削
る
。

第
千
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
表
記
）

第
千
条

浮
ひ
ょ
う
型
比
重
計
の
表
記
事
項
は
、
日
本
工

業
規
格
Ｂ
七
五
二
五
e

三
（
二
〇
一
三
）
浮
ひ
ょ
う
e

浮
ひ
ょ
う
型
比
重
計
附
属
書
Ｂ
に
よ
る
。

第
千
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
材
質
）

第
千
一
条

浮
ひ
ょ
う
型
比
重
計
の
材
質
は
、
日
本
工
業

規
格
Ｂ
七
五
二
五
e

三
（
二
〇
一
三
）
浮
ひ
ょ
う
e

浮

ひ
ょ
う
型
比
重
計
附
属
書
Ｂ
に
よ
る
。

第
千
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
性
能
）

第
千
二
条

浮
ひ
ょ
う
型
比
重
計
の
性
能
は
、
日
本
工
業

規
格
Ｂ
七
五
二
五
e

三
（
二
〇
一
三
）
浮
ひ
ょ
う
e

浮

ひ
ょ
う
型
比
重
計
附
属
書
Ｂ
に
よ
る
。

第
千
三
条
か
ら
第
千
九
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。

第
千
三
条
か
ら
第
千
九
条
ま
で

削
除

第
千
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
検
定
公
差
）

第
千
十
条

浮
ひ
ょ
う
型
比
重
計
の
検
定
公
差
は
、
日
本

工
業
規
格
Ｂ
七
五
二
五
e

三（
二
〇
一
三
）浮
ひ
ょ
う
e

浮
ひ
ょ
う
型
比
重
計
附
属
書
Ｂ
に
よ
る
。

第
千
十
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
構
造
検
定
の
方
法
）

第
千
十
一
条

浮
ひ
ょ
う
型
比
重
計
の
構
造
検
定
の
方
法

は
、
日
本
工
業
規
格
Ｂ
七
五
二
五
e

三
（
二
〇
一
三
）

浮
ひ
ょ
う
e

浮
ひ
ょ
う
型
比
重
計
附
属
書
Ｂ
に
よ
る
。

第
千
十
二
条
か
ら
第
千
十
六
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改

め
る
。

第
千
十
二
条
か
ら
第
千
十
六
条
ま
で

削
除

第
千
十
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
器
差
検
定
の
方
法
）

第
千
十
七
条

浮
ひ
ょ
う
型
比
重
計
の
器
差
検
定
の
方
法

は
、
日
本
工
業
規
格
Ｂ
七
五
二
五
e

三
（
二
〇
一
三
）

浮
ひ
ょ
う
e

浮
ひ
ょ
う
型
比
重
計
附
属
書
Ｂ
に
よ
る
。

第
千
十
八
条
か
ら
第
千
二
十
二
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に

改
め
る
。

第
千
十
八
条
か
ら
第
千
二
十
二
条
ま
で

削
除

第
千
二
十
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
性
能
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

第
千
二
十
三
条

浮
ひ
ょ
う
型
比
重
計
の
性
能
に
係
る
技

術
上
の
基
準
は
、日
本
工
業
規
格
Ｂ
七
五
二
五
e

三（
二

〇
一
三
）
浮
ひ
ょ
う
e

浮
ひ
ょ
う
型
比
重
計
附
属
書
Ｂ

に
よ
る
。

第
千
二
十
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
使
用
公
差
）

第
千
二
十
四
条

浮
ひ
ょ
う
型
比
重
計
の
使
用
公
差
は
、

日
本
工
業
規
格
Ｂ
七
五
二
五
e

三（
二
〇
一
三
）浮
ひ
ょ

う
e

浮
ひ
ょ
う
型
比
重
計
附
属
書
Ｂ
に
よ
る
。

第
千
二
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
性
能
に
関
す
る
検
査
の
方
法
）

第
千
二
十
五
条

浮
ひ
ょ
う
型
比
重
計
の
性
能
に
関
す
る

検
査
の
方
法
は
、日
本
工
業
規
格
Ｂ
七
五
二
五
e

三（
二

〇
一
三
）
浮
ひ
ょ
う
e

浮
ひ
ょ
う
型
比
重
計
附
属
書
Ｂ

に
よ
る
。

第
千
二
十
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
器
差
検
査
の
方
法
）

第
千
二
十
六
条

浮
ひ
ょ
う
型
比
重
計
の
器
差
検
査
の
方

法
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｂ
七
五
二
五
e

三（
二
〇
一
三
）

浮
ひ
ょ
う
e

浮
ひ
ょ
う
型
比
重
計
附
属
書
Ｂ
に
よ
る
。

第
千
二
十
七
条
を
削
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
十
五
日
か

ら
施
行
す
る
。

（
機
械
式
ア
ネ
ロ
イ
ド
型
血
圧
計
の
型
式
の
承
認
の
基

準
に
係
る
特
例
）

第
二
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
計
量
法
（
平
成
四

年
法
律
第
五
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
七
十

六
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
又
は
第
八
十
九
条

第
一
項
の
承
認
（
以
下
「
型
式
の
承
認
」
と
い
う
。）の

申
請
が
さ
れ
た
機
械
式
ア
ネ
ロ
イ
ド
型
血
圧
計
の
型
式

に
つ
い
て
の
法
第
七
十
七
条
第
二
項
（
法
第
八
十
一
条

第
二
項
及
び
第
八
十
九
条
第
三
項
で
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。）の
法
第
七
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
経
済
産
業

省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
現
行
型
式
機
械
式
ア
ネ
ロ
イ
ド
型
血
圧
計
の
基
準
適

合
義
務
に
係
る
特
例
）

第
三
条

前
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
型
式
の
承
認
を
受

け
た
型
式
及
び
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
型
式
の
承

認
を
受
け
た
型
式
に
属
す
る
機
械
式
ア
ネ
ロ
イ
ド
型
血

圧
計
に
つ
い
て
の
法
第
八
十
条
、
第
八
十
二
条
及
び
第

八
十
九
条
第
二
項
の
製
造
技
術
基
準
並
び
に
法
第
九
十

五
条
第
一
項
及
び
第
百
一
条
第
二
項
の
法
第
七
十
一
条

第
一
項
第
一
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の

基
準
で
あ
っ
て
同
条
第
二
項
の
経
済
産
業
省
で
定
め
る

も
の
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
平
成
三
十
年
四
月

十
四
日
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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